
争
点
１

「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
・
雇
用
と
賃
金

安
倍
政
権
は
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
を
推
進
。
そ
の
恩
恵
を
受
け

て
い
る
の
は
大
手
輸
出
製
造
業
と
金
融
機
関
、
株
主
で
あ
り
、
逆

に
円
安
で
生
活
者
と
中
小
企
業
に
は
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
ま

す
。
雇
用
や
賃
上
げ
は
改
善
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
政
府
統
計
雇
用

調
査
で
は
、
昨
年
３
月
か
ら
、
医
療
・
福
祉
分
野
で
29
万
人
の
雇

用
が
増
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
非
正
規
雇
用
者
は
昨
年
４
月
と
比

較
す
る
と
65
万
人
増
え
、
全
雇
用
者
比
の
36･

３
％
、
１
８
７
０
万

人
に
上
っ
て
い
ま
す
。
賃
金
も
ほ
と
ん
ど
の
産
業
で
下
落
し
、

「
10
年
以
上
に
わ
た
り
賃
金
下
落
が
続
く
先
進
国
は
日
本
の
み
」

（
13
年
３
月
・
日
本
総
研
）
と
い
う
状
況
で
す
。

争
点
２

Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
・
消
費
税
増
税

安
倍
内
閣
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
）
に
参
加
表

明
し
ま
し
た
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
米
国
の
多
国
籍
企
業
が
日
本
国
内
の
産

業
や
経
済
活
動
の
保
護
・
規
制
を
取
り
払
い
、
自
由
に
経
済
活
動

を
す
る
た
め
の
「
例
外
な
き
関
税
撤
廃
」
協
定
で
す
。
先
発
11
カ

国
が
決
め
た
ル
ー
ル
を
、
後
発
の
日
本
が
変
更
す
る
こ
と
は
不
可

能
な
な
か
、
21
の
交
渉
分
野
の
結
論
が
今
年
中
に
出
ま
す
。
安
倍

内
閣
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
は
、
ま
さ
に
日
本
を
米
国
に
売
り
渡
す

も
の
で
、
そ
れ
こ
そ
「
国
益
」
を
損
な
う
も
の
で
す
。

消
費
税
は
２
％
の
経
済
成
長
率
を
前
提
の
附
則
条
件
つ
き
で
実

施
さ
れ
、
来
年
の
４
月
に
３
％
ア
ッ
プ
、
再
来
年
の
10
月
に
２
％

ア
ッ
プ
（
計
10
％
）
と
な
り
ま
す
。
消
費
税
は
中
小
零
細
企
業
、

消
費
者
に
犠
牲
を
押
し
付
け
ま
す
。
他
方
、
「
輸
出
戻
り
税
」
で

消
費
税
全
額
が
還
元
さ
れ
る
大
企
業
を
優
遇
す
る
も
の
で
す
。
11

年
の
国
税
で
の
納
税
滞
納
額
は
６
０
７
３
億
円
、
そ
の
う
ち
消
費

税
は
３
２
２
０
億
円
と
実
に
53
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。
国
の
財
政
は
、
大
企
業
が
溜

め
込
ん
だ
「
内
部
留
保
」
金
や
資
産
な
ど

へ
の
課
税
、
５
兆
円
の
防
衛
省
予
算
を
削
っ

て
財
源
に
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。

争
点
３

原
発
推
進
・
沖
縄
切
捨
て

安
倍
内
閣
は
原
発
再
稼
働
を
狙
っ
て
い

ま
す
。
福
島
第
一
原
発
の
過
酷
事
故
は
収

束
の
目
途
も
展
望
も
な
く
、
逆
に
避
難
者
に
放
射
線
管
理
地
域
へ
の

帰
還
を
促
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
安
倍
首
相
は
今
年
５
月
の
連

休
に
財
界
首
脳
を
引
き
連
れ
て
外
遊
、
原
発
受
注
に
奔
走
し
、
ア
ラ

ブ
首
長
国
連
邦
や
ト
ル
コ
と
原
子
力
協
定
を
結
び
ま
し
た
。
自
国
の

原
発
事
故
収
束
も
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
も
で
き
な
い
ま
ま
、
外
国

に
原
発
を
売
り
込
む
厚
顔
無
恥
ぶ
り
で
す
。
核
・
原
発
と
人
類
は
共

存
で
き
ま
せ
ん
。
原
発
全
廃
へ
、
ま
ず
再
稼
働
を
や
め
る
べ
き
で
す
。

沖
縄
問
題
で
は
嘉
手
納
基
地
以
南
の
米
軍
基
地
の
縮
小
と
引
き
換

え
に
、
危
険
な
普
天
間
基
地
の
辺
野
古
沿
岸
へ
の
移
転
・
新
基
地
建

設
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
上
、
垂
直
離
着
陸
機
Ｍ
Ｖ
22
オ
ス
プ
レ

イ
12
機
を
増
強
す
る
こ
と
を
了
承
、
「
主
権
回
復
の
日
」
の
強
行
も

加
わ
り
、
一
層
の
沖
縄
差
別
と
基
地
押
し
付
け
を
続
け
て
い
ま
す
。

争
点
４

格
差
と
貧
困
の
拡
大

格
差
と
貧
困
の
拡
大
が
加
速
し
て
い
ま
す
。
安
倍
内
閣
は
財
界
の

意
を
受
け
て
「
産
業
競
争
力
会
議
」
を
設
置
し
、
「
雇
用
の
流
動
化
」

の
名
に
よ
る
首
切
り
自
由
化
・
労
働
者
保
護
の
規
制
撤
廃
を
検
討
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
生
活
保
護
法
や
自
立
支
援
法
を
改
悪
し
、
保
護

申
請
の
厳
格
化
と
振
い
落
と
し
を
進
め
て
い
ま
す
。

貧
困
問
題
も
深
刻
で
す
。
未
来
を
担
う
子
ど
も
の
貧
困
は
17
歳
以

下
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
で
09
年
に
は
15･

７
％
、
３
０
０
万
人
以

上
と
な
り
、
６
～
７
人
に
１
人
の
子
ど
も
が
貧
困
で
す
。
ま
た
、
１

人
親
世
帯
で
の
子
ど
も
の
貧
困
率
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
30
カ
国
中
で
最
悪
で
す
。

争
点
５
は
、
憲
法
96
条
改
訂
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参議院選挙 7月４日公示・21日投票
壊憲3党―自民･維新･みんなの党の暴走を止めよう！

７
月
４
日
公
示
、
21
日
投
票
で
参
議
院
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
参
議
院
選
挙
は
国

民
生
活
と
日
本
の
将
来
を
決
め
る
重
要
な
選
挙
で
す
。
昨
年
の
総
選
挙
で
議
席
の
過
半

数
を
占
め
た
自
民
党
は
、
参
議
院
で
も
こ
れ
を
狙
っ
て
い
ま
す
。
自
民
党
が
衆
参
両
院
で

過
半
数
と
な
る
と
、
改
憲
を
は
じ
め
と
し
た
右
傾
化
の
道
に
深
く
踏
み
込
む
で
し
ょ
う
。
未

来
に
禍
根
を
残
さ
な
い
た
め
に
、
自
民
党
と
そ
の
別
働
隊
の
維
新
の
会
、
み
ん
な
の
党
な
ど

３
つ
の
改
憲
政
党
に
「Ｎ
Ｏ
！
」を
突
き
つ
け
ま
し
ょ
う
。

（
２
面
を
ご
覧
下
さ
い
）



96

条

は
憲

法

の
改

正

要
件
を
定
め
、
①
衆
参
両
院
の
総
議
員
の
「３
分

の
２
以
上
の
賛
成
」で
国
会
が
発
議
し
、
②
国
民

投
票
に
よ
る
「
過
半
数
の
賛
成
」を
必
要
と
す
る
、

と
２
つ
の
ハ
ー
ド
ル
を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
の
ハ
ー
ド

ル
を
①
衆
参
議
院
の
「
発
議
」
で
「
総
議
員
の
過

半
数
の
賛
成
」に
よ
る
国
会
の
議
決
に
、
②
国
民

投
票
は
「
有
効
投
票
の
過
半
数
の
賛
成
」
に
、
そ

れ
ぞ
れ
下
げ
る
と
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な

こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

米
国
で
は
改
憲
発
議
に
上
下
院
の
３
分
の
２
以

上
の
賛
成
と
、
４
分
の
３
以
上
の
州
議
会
の
承
認

を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
韓
国
、
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ

ン
も
国
会
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
が
条
件
で
す
。

し
か
も
、
韓
国
は
最
低
投
票
率
を
設
定
し
、
ス
ペ

イ
ン
は
発
議
し
た
後
、
議
会
を
解
散
し
、
新
議
会

の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
を
求
め
て
い
ま
す
。

安
倍
首

相

は

明

言

を

避

け
て
い
ま
す
が
、
改
憲
メ
ニ
ュ
ー
は
自
民
党
の
改
憲

草
案
に
明
ら
か
で
す
。
読
め
ば
一
目
瞭
然
、
「
改

正
」
ど
こ
ろ
か
全
く
異
質
の
別
物
憲
法
で
す
。
こ

の
通
り
改
悪
さ
れ
た
ら
、
国
民
生
活
は
一
変
し

ま
す
。

そ
れ
に
、
改
憲
派
は
「一
括
改
正
」を
提

案
す
る
か
、
条
項
ご
と
に
す
る
か
は
明
確
に
し
て

い
ま
せ
ん
。
一
括
に
し
た
ら
、
国
民
は
１
０
０
％

消
化
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
さ
り
と
て
、
９
条
だ
け

で
は
改
憲
全
体
の
整
合
性
が
と
れ
な
い
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

何

よ

り
も
国

家
権
力

を
制
限
し
、
人
権
を
保
障
す
る
立
憲
主
義
を
否

定
、
国
民
に
憲
法
尊
重
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
こ

と
で
す
。
現
憲
法
で
は
国
民
に
勤
労
、
教
育
、
納

税
の
３
つ
の
義
務
を
課
し
て
い
る
の
に
、
草
案
で
は

21
に
も
拡
張

し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
前
文

で
「
日
本
国
は

天
皇
を
戴
く
」

と
定
め
、
天

皇
を
元
首
と

し
、
「
主
権
在

民
」
を
「
主
権
国
家
」
に
変
え
て
い
ま
す
。
国
旗
・

国
歌
の
尊
重
義
務
も
そ
の
現
れ
で
す
。
元
号
の

復
活
と
と
も
に
、
祝
日
に
は
各
家
庭
で
国
旗
掲

揚
が
義
務
付
け
ら
れ
そ
う
で
す
。
焦
点
の
第
９

条
「
改
正
」
は
全
面
的
で
す
。
集
団
的
自
衛
権
の

行
使
を
可
能
と
し
、
自
衛
隊
を
国
防
軍
に
改
め

ま
す
。

現

憲

法

を

押

し

付

け

と
す
る
自
民
党
に
と
っ
て
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の

復
権
は
悲
願
で
す
。
し
か
し
、
草
案
前
文
に
「
活

力
あ
る
経
済
活
動
を
通
じ
て
国
を
成
長
さ
せ
る
」

と
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
先
ど
り
し
た
よ
う
な
文
言
を

忍
び
込
ま
せ
て
い
ま
す
。
復
古
的
国
家
観
と
企

業
第
一
の
新
自
由
主
義
思
想
が
混
在
し
た
改

憲
案
で
す
。

こ
れ
で
は
日
本
は
破
滅
し
ま
す
。
96
条
改
憲

を
許
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
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お問い合わせ先

日
本
を
破
滅
に
導
く
安
倍
自
民
党
の
改
憲
案

2013年６月

９６条先行改憲のまやかし
参
議
院
選
挙
の
争
点

安
倍
首
相
の
政
治
目
標
は
「憲
法
改
正
」。

第
一
次
政
権
の
07
年
に
国
民
投
票
法
を
制

定
し
、
第
二
次
政
権
で
は
憲
法
審
査
会
が
全

開
で
す
。
安
倍
政
権
が
描
く
改
憲
へ
の
道
筋

は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る
景
気
回
復
→
国

民
の
期
待
と
支
持
の
獲
得
→
参
院
選
で
３
分

の
２
の
改
憲
議
席
の
確
保
→
96
条
改
憲
、
と

い
う
も
の
で
す
。

新社会

Ｑ
・
な
ぜ
先
に

96
条
改
憲
な
の
？

Ｑ
・
現
憲
法
は

改
憲
難
度
が
高
い
の
で
は
？

Ｑ
・憲
法
の
ど
こ
を

変
え
た
い
の
？

Ｑ
・自
民
党
改
憲
草
案
の

ポ
イ
ン
ト
は
？

Ｑ
・ま
る
で
昔
の

明
治
憲
法
み
た
い
だ
ね
！
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